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(57)【要約】
【課題】横断歩道等で並進車両のかげから飛び出してく
るような人や自転車等が認識できなくとも衝突回避がで
きるようにする。
【解決手段】車両制御装置は、自車両周辺の障害物情報
を取得する障害物情報取得部と、障害物情報に基づいて
走行中に障害物との衝突を防ぐために自動で制動制御を
行う自動制動制御部と、自車両が走行中の走行車線に隣
接する車線を走行中の並進車両が衝突回避動作を行った
かを判断する判断部とを備える。ここで障害物情報は並
進車両の運動情報を含むものとする。そして判断部が障
害物情報に基づいて並進車両が衝突回避動作を行ったと
判断した場合に、自動制動制御部は制動制御を開始する
。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両周辺の障害物情報を取得する障害物情報取得部と、
　前記障害物情報に基づいて走行中に障害物との衝突を防ぐために自動で制動制御を行う
自動制動制御部と、
　自車両が走行中の走行車線に隣接する車線を走行中の並進車両が衝突回避動作を行った
か否かを判断する判断部と、
　を備え、
　前記障害物情報は前記並進車両の運動情報を含み、
　前記判断部が前記障害物情報に基づいて前記並進車両が衝突回避動作を行ったと判断し
た場合に、前記自動制動制御部は制動制御を開始する
　車両制御装置。
【請求項２】
　前記判断部は、
　前記並進車両が所定値以上の減速度で減速した場合、
　前記並進車両が通常走行を逸脱する舵角の操舵をした場合、
　前記並進車両が交差点、カーブ、又は横断歩道において停止した場合、
　のうち、少なくとも一つを満たしたとき、衝突回避動作を行ったと判断する
　請求項１に記載の車両制御装置。
【請求項３】
　前記自動制動制御部は、さらに前記判断部が操舵を予測させる状況であると判断したこ
とを条件の１つとして、制動制御を開始する
　請求項１又は請求項２に記載の車両制御装置。
【請求項４】
　前記自動制動制御部は、前記並進車両が交差点、カーブ、又は横断歩道周辺で衝突回避
動作を行ったと前記判断部が判断した場合に、道路横断方向から見て前記並進車両の前端
位置に相当する位置を停止目標位置とし、停止目標位置より手前で止まれる範囲内で速度
を低減する制御を行う
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の車両制御装置。
【請求項５】
　前記自動制動制御部は、速度を低減する制御における減速度を前記並進車両の減速度以
上の減速度とする
　請求項４に記載の車両制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は車両制御装置に関し、特に自動ブレーキ等の制動制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自動車において、ステレオカメラ等を用いて障害物を認識して自動制動をかける
システムが普及している
　特許文献１では、死角となる停止車両の側方を通過する際に、ドライバへ注意を促し、
減速を行う技術が開示されている。
　特許文献２では、追従走行に関して、Ｖ２Ｖ通信（Vehicle-to-Vehicle通信：車車間通
信）で先行車のブレーキ液圧情報を取得して自車両の減速を始める技術が開示されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】ＷＯ２０１７／１９９５２９号公報
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【特許文献２】特開２００５－３１９９８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで右左折レーンが複数車線ある交差点で、右左折する際に自車両と同様に曲がる
並進車両がある場合に、その並進車両によって自車両には死角が生ずる。
　この死角に横断する自転車などがいる場合に、車両制御システムが障害物を認識できな
いことにより自動ブレーキ制御が行われないおそれがある。
　そこで本発明は、このように障害物自体を認識できない場合でも危険を回避できるよう
にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る車両制御装置は、自車両周辺の障害物情報を取得する障害物情報取得部と
、前記障害物情報に基づいて走行中に障害物との衝突を防ぐために自動で制動制御を行う
自動制動制御部と、自車両が走行中の走行車線に隣接する車線を走行中の並進車両が衝突
回避動作を行ったか否かを判断する判断部と、を備え、前記障害物情報は前記並進車両の
運動情報を含み、前記判断部が前記障害物情報に基づいて前記並進車両が衝突回避動作を
行ったと判断した場合に、前記自動制動制御部は制動制御を開始するようにする。
　即ち並進車両の衝突回避動作、例えば停止等を検知した場合に、自車両も制動を開始す
るようにする。
【０００６】
　上記した車両制御装置においては、前記判断部は、前記並進車両が所定値以上の減速度
で減速した場合、前記並進車両が通常走行を逸脱する舵角の操舵をした場合、前記並進車
両が交差点、カーブ、又は横断歩道において停止した場合のうち、少なくとも一つを満た
したとき、衝突回避動作を行ったと判断することが考えられる。
　並進車両が所定値以上の減速度で減速した場合とは、急停止するような場合である。
　並進車両が通常走行を逸脱する舵角の操舵をした場合とは、交差点やカーブ等における
通常の走行に必要な操舵ではない操舵（例えば衝突回避の操舵）を行った可能性がある場
合である。
　交差点やカーブ又は横断歩道において停止した場とは、並進車両が横断者等を認識して
停止した場合である。
【０００７】
　上記した車両制御装置においては、前記自動制動制御部は、さらに前記判断部が操舵を
予測させる状況であると判断したことを条件の１つとして、制動制御を開始することが考
えられる。
　操舵が予測されない状況、例えば直線道路上で並進車両が減速したような場合は、制動
制御を行わない。
【０００８】
　上記した車両制御装置においては、前記自動制動制御部は、前記並進車両が交差点、カ
ーブ、又は横断歩道周辺で衝突回避動作を行ったと前記判断部が判断した場合に、道路横
断方向から見て前記並進車両の前端位置に相当する位置を停止目標位置とし、停止目標位
置より手前で止まれる範囲内で速度を低減する制御を行うことが考えられる。
　つまり停止位置が並進車両の車両前端よりも前に出ないようにする。
【０００９】
　上記した車両制御装置においては、前記自動制動制御部は、速度を低減する制御におけ
る減速度を前記並進車両の減速度以上の減速度とすることが考えられる。
　減速の開始が並進車両よりも後のタイミングとなるため、より大きい減速度（より急激
な制動が行われる減速度）で制動を行う。
【発明の効果】
【００１０】
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　本発明によれば、並進車両によって死角になっている位置に障害物があったような場合
、つまり自車両が障害物を認識できないような場合でも制動を開始することができ、適切
な停止により衝突等を回避できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態の車両制御装置のブロック図である。
【図２】実施の形態の運転支援制御部の機能構成の説明図である。
【図３】並走して交差点を左折するシーンの説明図である。
【図４】並走してカーブに差し掛かるシーンの説明図である。
【図５】実施の形態の車両制御装置の処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　＜車両制御装置の構成＞
　図１は、本発明に係る実施の形態としての車両制御装置１の構成概要を示したブロック
図である。なお、図１では、車両制御装置１の構成のうち主に本発明に係る要部の構成の
みを抽出して示している。
【００１３】
　車両制御装置１は、自車両に設けられた撮像部２、画像処理部３、メモリ４、運転支援
制御部５、表示制御部６、エンジン制御部７、トランスミッション制御部８、ブレーキ制
御部９、センサ・操作子類１０、表示部１１、エンジン関連アクチュエータ１２、トラン
スミッション関連アクチュエータ１３、ブレーキ関連アクチュエータ１４、ステアリング
制御部１５、ステアリング関連アクチュエータ１６、バス１７、及び通信部２０を備えて
構成されている。
【００１４】
　画像処理部３は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Mem
ory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）等を備えたマイクロコンピュータで構成され、
撮像部２が自車両の進行方向（本例では前方）を撮像して得られた撮像画像データに基づ
き、車外環境の認識に係る所定の画像処理を実行する。画像処理部３による画像処理は、
例えば不揮発性メモリ等とされたメモリ４を用いて行われる。
【００１５】
　撮像部２には、二つのカメラ部が設けられている。各カメラ部は、それぞれカメラ光学
系とＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semicon
ductor）などの撮像素子とを備えて構成され、前記カメラ光学系により前記撮像素子の撮
像面に被写体像が結像されて受光光量に応じた電気信号が画素単位で得られる。
【００１６】
　各カメラ部は、いわゆるステレオ撮像法による測距が可能となるように設置されている
。そして各カメラ部で得られた電気信号はＡ／Ｄ変換や所定の補正処理が施され、画素単
位で所定階調による輝度値を表すデジタル画像信号（撮像画像データ）として画像処理部
３に供給される。
【００１７】
　画像処理部３は、ステレオ撮像により得られた各撮像画像データに基づく各種の画像処
理を実行し、自車両の前方の立体物データや白線データ等の前方情報を認識し、これら認
識情報等に基づいて自車両走行路を推定する。さらに、画像処理部３は、認識した立体物
データ等に基づいて自車両走行路上の先行車両の検出を行う。
【００１８】
　具体的に、画像処理部３は、ステレオ撮像された各撮像画像データに基づく処理として
、例えば以下のような処理を行う。先ず、各撮像画像データとしての撮像画像対に対し、
対応する位置のずれ量（視差）から三角測量の原理によって距離情報を生成する。そして
、距離情報に対して周知のグルーピング処理を行い、グルーピング処理した距離情報を予
め記憶しておいた三次元的な道路形状データや立体物データ等と比較することにより、白
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線データ、道路に沿って存在するガードレール、縁石等の側壁データ、車両等の立体物デ
ータ、一時停止線、交通信号機、踏切、横断歩道、レーン等を抽出する。
　また、撮像部２の視野角、配置等によっては、画像処理部３は自車両と並進する並進車
両を抽出する場合もある。
【００１９】
　このように画像処理部３は撮像部２の撮像画像に基づいて周囲の物体を認識するととも
に、その挙動を認識することもできる。例えば並進車両の速度、加速度（加速又は減速に
よる正負の加速度）、進行方向の変化、ウインカー点滅等を認識することも可能である。
【００２０】
　画像処理部３は、上記のような各種の周囲環境の情報を例えば撮像画像データのフレー
ムごとに算出し、算出した情報を逐次、メモリ４に記憶（保持）させる。
【００２１】
　なお撮像部２は、前方を撮像するカメラに加えて車両後方や側方を撮像するカメラを備
えることも想定される。例えば車両側方に向けたカメラを備えることで、例えば並進車両
の状況などをより確実に認識できる。
【００２２】
　運転支援制御部５は、例えばＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を備えたマイクロコンピュータ
で構成され、メモリ４に保持された画像処理部３による画像処理の結果や、センサ・操作
子類１０で得られる検出情報、操作入力情報等、さらには通信部２０による通信情報など
に基づき、運転支援のための各種の制御処理（以下「運転支援制御処理」と表記）を実行
する。
【００２３】
　この運転支援制御部５は、同じくマイクロコンピュータで構成された表示制御部６、エ
ンジン制御部７、トランスミッション制御部８、ブレーキ制御部９の各制御部とバス１７
を介して接続されており、これら各制御部との間で相互にデータ通信を行うことが可能と
される。運転支援制御部５は、上記の各制御部のうち必要な制御部に対して指示を行って
運転支援に係る動作を実行させる。
【００２４】
　運転支援制御部５が実行する運転支援制御としては、例えばレーンキープ制御、衝突被
害軽減ブレーキ制御（ＡＥＢ：Autonomous Emergency Braking ）、車間距離制御付クル
ーズコントロール（ＡＣＣ：Adaptive Cruise Control）などが想定されるが、特に本実
施の形態の運転支援制御部５としては、運転支援制御処理の一つとして、後述するように
並進車両に応じたブレーキ制御を行う。
【００２５】
　運転支援制御部５は、実行する運転支援制御に応じて目標加速度や目標停止位置（目標
減速度）を設定した場合は、これらに基づいて、エンジン制御部７に対する要求トルク、
ブレーキ制御部９に対するブレーキ液圧、トランスミッション制御部８に対する変速比を
それぞれ求め、出力を行う。
　また運転支援制御部５は目標操舵角を設定した場合は、その目標挿舵角の操舵量をステ
アリング制御部１５に指示する。
　これら要求トルク、ブレーキ液圧、変速比、操舵量などに基づいてエンジン制御部７、
ブレーキ制御部９、トランスミッション制御部８、ステアリング制御部１５が動作するこ
とで運転支援動作が実現される。
【００２６】
　センサ・操作子類１０は、自車両に設けられた各種のセンサや操作子を包括的に表して
いる。センサ・操作子類１０が有するセンサとしては、自車両の速度（自車両速）を検出
する速度センサ１０ａ、エンジンの回転数を検出するエンジン回転数センサ１０ｂ、アク
セルペダルの踏込み量からアクセル開度を検出するアクセル開度センサ１０ｃ、操舵角を
検出する舵角センサ１０ｄ、ヨーレート（Yaw Rate）を検出するヨーレートセンサ１０ｅ
、加速度を検出するＧセンサ１０ｆ、ブレーキペダルの操作／非操作に応じてＯＮ／ＯＦ
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Ｆされるブレーキスイッチ１０ｇ、周囲状況を検出できるミリ波レーダー１０ｈ、位置検
出部１０ｉなどがある。
【００２７】
　ミリ波レーダー１０ｈによれば、離れた対象物との距離や速度、角度を測定することが
できることから、例えば並進車両の速度、加速度、右左折等の操舵状況などを検出するこ
とも可能である。
【００２８】
　位置検出部１０ｉは、例えば全地球衛星航法システム（GNSS：Global Navigation Sate
llite System）用の受信器などとされ、現在位置情報を取得する。
　例えばメモリ４に横断歩道や交通信号機などの各種の道路情報やレーン情報等を含む地
図情報が記憶されていることで、運転支援制御部５は地図情報と現在位置情報から、地図
上で現在位置を特定し、またレーンの状態等を認識することもできる。
【００２９】
　なお、図示は省略したが、センサ・操作子類１０は、他のセンサとして、例えばエンジ
ンへの吸入空気量を検出する吸入空気量センサ、吸気通路に介装されてエンジンの各気筒
に供給する吸入空気量を調整するスロットル弁の開度を検出するスロットル開度センサ、
エンジン温度を示す冷却水温を検出する水温センサ、車外の気温を検出する外気温センサ
や、自車両走行路の勾配を検出する勾配センサ等も有する。
【００３０】
　また、操作子としては、エンジンの始動／停止を指示するためのイグニッションスイッ
チや、前述した運転支援制御関連の操作を行うための操作子、自動変速機における自動変
速モード／手動変速モードの選択や手動変速モード時におけるシフトアップ／ダウンの指
示を行うためのセレクトレバーや、後述する表示部１１に設けられたＭＦＤ（Multi Func
tion Display）における表示情報の切り換えを行うための表示切換スイッチなどがある。
【００３１】
　表示部１１は、運転者の前方に設置されているメータパネル内に設けられたスピードメ
ータやタコメータ等の各種メータやＭＦＤ、及びその他運転者に情報提示を行うための表
示デバイスを包括的に表している。ＭＦＤには、自車両の総走行距離や外気温、瞬間燃費
等といった各種の情報を同時又は切り換えて表示可能とされる。
【００３２】
　表示制御部６は、センサ・操作子類１０における所定のセンサからの検出信号や操作子
による操作入力情報等に基づき、表示部１１による表示動作を制御する。例えば、運転支
援制御部５からの指示に基づき、運転支援の一環として表示部１１（例えばＭＦＤの所定
領域）に所定の注意喚起メッセージを表示させることが可能とされている。
【００３３】
　エンジン制御部７は、センサ・操作子類１０における所定のセンサからの検出信号や操
作子による操作入力情報等に基づき、エンジン関連アクチュエータ１２として設けられた
各種アクチュエータを制御する。
　エンジン関連アクチュエータ１２としては、例えばスロットル弁を駆動するスロットル
アクチュエータや燃料噴射を行うインジェクタ等のエンジン駆動に係る各種のアクチュエ
ータが設けられる。
【００３４】
　例えば、エンジン制御部７は、前述したイグニッションスイッチの操作に応じてエンジ
ンの始動／停止制御を行う。また、エンジン制御部７は、エンジン回転数センサ１０ｂや
アクセル開度センサ１０ｃ等の所定のセンサからの検出信号に基づき、燃料噴射タイミン
グ、燃料噴射パルス幅、スロットル開度等の制御も行う。
　またエンジン制御部７は、運転支援制御部５が目標加速度に基づき計算・出力した要求
トルクと、自動変速機の変速比とに基づき、目標とするスロットル開度を例えばマップ等
から求め、求めたスロットル開度に基づきスロットルアクチュエータの制御（エンジンの
出力制御）を行う。
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【００３５】
　トランスミッション制御部８は、センサ・操作子類１０における所定のセンサからの検
出信号や操作子による操作入力情報等に基づき、トランスミッション関連アクチュエータ
１３として設けられた各種のアクチュエータを制御する。
　トランスミッション関連アクチュエータ１３としては、例えば自動変速機の変速制御を
行うためのアクチュエータが設けられる。
【００３６】
　例えば、トランスミッション制御部８は、前述したセレクトレバーによって自動変速モ
ードが選択されている際には、所定の変速パターンに従い変速信号を上記のアクチュエー
タに出力して変速制御を行う。また、トランスミッション制御部８は、手動変速モードの
設定時には、セレクトレバーによるシフトアップ／ダウン指示に従った変速信号を上記の
アクチュエータに出力して変速制御を行う。
　自動変速機がＣＶＴ（Continuously Variable Transmission：無段変速機）とされる場
合、上記の自動変速モード設定時の変速制御としては、変速比を連続的に変化させる制御
が行われる。
【００３７】
　ブレーキ制御部９は、センサ・操作子類１０における所定のセンサからの検出信号や操
作子による操作入力情報等に基づき、ブレーキ関連アクチュエータ１４として設けられた
各種のアクチュエータを制御する。
　ブレーキ関連アクチュエータ１４としては、例えば、ブレーキブースターからマスター
シリンダへの出力液圧やブレーキ液配管内の液圧をコントロールするための液圧制御アク
チュエータ等、ブレーキ関連の各種のアクチュエータが設けられる。
【００３８】
　例えば、ブレーキ制御部９は、運転支援制御部５から出力された液圧の指示情報に基づ
き、上記の液圧制御アクチュエータを制御して自車両を制動させる。またブレーキ制御部
９は、所定のセンサ（例えば車軸の回転速度センサや車速センサ１０ａ）の検出情報から
車輪のスリップ率を計算し、スリップ率に応じて上記の液圧制御アクチュエータにより液
圧を加減圧させることで、所謂ＡＢＳ（Antilock Brake System）制御を実現する。
【００３９】
　ステアリング制御部１５は、例えば運転支援制御部５から与えられた目標の操舵量に応
じて必要なステアトルクを求め、ステアリング関連アクチュエータ１６を制御することで
、必要な自動操舵を実現する。
【００４０】
　通信部２０は，いわゆるＶ２Ｖ通信（車車間通信）や、ネットワーク通信を行う通信部
としている。運転支援制御部５は通信部２０によって受信した他車の情報を取得すること
ができる。また通信部２０はインターネット等のネットワーク通信により各種情報、例え
ば現在地の周辺環境情報、道路情報等を取得することもできる。
【００４１】
　図２には運転支援制御部５が特に本実施の形態の処理を行うために例えばソフトウエア
により設けられる機能構成を示している。運転支援制御部５は障害物情報取得部５ａ、自
動制動制御部５ｂ、判断部５ｃを有する。
【００４２】
　障害物情報取得部５ａは、自車両周辺の障害物情報を取得する。具体的には、画像処理
部３が認識した周囲環境の情報、通信部２０により取得した情報、ミリ波レーダー１０ｈ
により検出した情報などにより、周囲の環境、障害物、道路状況などを取得或いは解釈す
る。自車両周辺の障害物情報としては、並進車両の運動情報を含む。
【００４３】
　判断部５ｃは、障害物情報取得部５ａが取得する情報から、自車両が走行中の走行車線
に隣接する車線を走行中の並進車両が衝突回避動作を行ったかを判断する処理を行う。
【００４４】
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　自動制動制御部５ｂは上記のＡＥＢなどのブレーキ制御を行う機能、即ち障害物情報に
基づいて走行中に障害物との衝突を防ぐために自動で制動制御を行う機能を示している。
特にこの自動制動制御部５ｂは、判断部５ｃが前記障害物情報に基づいて前記並進車両が
衝突回避動作を行ったと判断した場合に制動制御を開始する処理を行う。
【００４５】
＜処理例＞
　以上の構成の車両制御装置１において実現される実施の形態の処理について説明する。
　実施の形態の処理は、自車両が旋回中（右左折やカーブ走行のとき）に並進車両が停止
した場合、自車両には死角で並進車両には見えている領域に何らかの障害物があると判断
し、自車両も停止を行うようにするものである。なお、説明上、障害物とは、衝突の可能
性のある全てのものを指し、人も含むものとする。
【００４６】
　図３，図４で本例の処理が行われる状況について説明する。
　図３は交差点における状況を示している。自車両３０及び並進車両３１は図面下方から
それぞれレーン４０，４１を走行してきて交差点に入り、ともに左折する状況である。自
車両３０及び並進車両３１の左折先には横断歩道４５が存在している。
　このときに、横断歩道４５を渡ろうとしている人や、自転車に乗った人（以下、「横断
者等３２」とする）がいる場合を考える。
【００４７】
　並進車両３１の運転手又は運転支援システムにとっては、これから横断歩道４５を渡ろ
うとする横断者等３２を認識できるため、横断者等３２の横断を待つために横断歩道４５
の手前で停車する。
　ところが自車両３０（自車両の運転手又は運転支援制御部５）は、並進車両３１によっ
て横断者等３２の位置が死角になり、横断者等３２を認識できない場合が有り得る。特に
横断者等３２が自転車に乗っているような場合、停止した並進車両３１のかげから横断者
等３２がいきなり自車両３０の前に現れるといったようなことも有り得る。
【００４８】
　そこで、このような状況を想定し、左折途中で並進車両３１の衝突回避動作、具体的に
は減速、急操舵、停止などを検知した場合、自車両３０の運転支援制御部５は、制動制御
を開始するようにし、横断者等３２との衝突を回避する。
【００４９】
　図４は片側２車線の道路のカーブの先に横断歩道４５が存在する場合を示している。
　自車両３０及び並進車両３１は図面下方からそれぞれレーン４２，４３を走行してきて
カーブを曲がり、横断歩道４５に差し掛かっている状況である。横断歩道４５では横断者
等３２が渡ろうとしている。
　この場合も自車両３０からは、並進車両３１によって横断者等３２の位置が死角になり
、横断者等３２を認識できない場合が有り得る。
　そこでこのような場合も、並進車両３１の衝突回避動作を検知した場合、自車両３０の
運転支援制御部５は、制動制御を開始するようにし、横断者等３２との衝突を回避する。
【００５０】
　図５に運転支援制御部５の処理例を示す。
　この処理は図２の機能により実行される運転支援制御部５の処理例となる。ステップＳ
１０１，Ｓ１０２，Ｓ１０４は障害物情報取得部５ａの機能により、ステップＳ１０３，
Ｓ１０４，Ｓ１０５は判断部５ｃの機能により、ステップＳ１０６，Ｓ１０７，Ｓ１０８
は自動制動制御部５ｂの機能による処理を考えることができる。
　運転支援制御部５は図５の処理を自車両３０の少なくとも走行中に繰り返し実行する。
【００５１】
　ステップＳ１０１で運転支援制御部５は周囲環境の情報を取得する。例えば運転支援制
御部５は、地図情報及び現在位置情報、撮像部２による撮像画像から認識される情報など
により、自車両進行経路上での交差点、カーブ、横断歩道４５の存在などを確認する。
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【００５２】
　ステップＳ１０２で運転支援制御部５は、自車両３０の位置についての情報、及び並進
車両３１の位置についての情報を取得する。
　具体的には運転支援制御部５は、並進車両３１の存在、自車両３０及び並進車両３１の
交差点やカーブまでの距離、自車両３０と並進車両３１の進行方向に対する前後関係など
を確認する。
　これらを、例えば地図情報及び現在位置情報、撮像部２による撮像画像の認識結果、ミ
リ波レーダー１０ｈの検出情報などから認識する。
【００５３】
　ステップＳ１０３で運転支援制御部５は、右左折が発生するか否かを判定する。
　この判定としては、まず自車両３０の進行先での交差点やカーブの存在の確認が行われ
る。即ち運転支援制御部５は、周辺環境や自車両位置の情報などに基づき、所定距離内（
又は所定時間以内）で自車両３０が交差点やカーブに進入するか否かを確認する。
　このような状況でない、即ち近々交差点やカーブに進入する状況ではないとされる場合
は、ステップＳ１０３で右左折無し、と判定されてリターンとなる。つまり当該時点では
本例の制動制御は開始されない。
【００５４】
　なお存在を判定する「カーブ」とは、例えば所定の曲率以上の曲がりの大きいカーブで
あることを条件とすることが考えられる。緩やかなカーブの場合（直線に近い場合）など
は、並進車両３１によって横断者等３２が死角になることがなく、本例の処理を発揮しな
くとも、通常のＡＥＢ制御により、横断者等３２の認識による自動ブレーキ制御が行われ
ることが想定されるためである。そのためステップＳ１０３で確認するカーブとは、並進
車両３１の存在によって横断者等３２が死角に入る可能性のある曲率以上のカーブを対象
とすることが考えられる。
【００５５】
　またステップＳ１０３では、単に交差点やカーブの判定だけでなく、その先に横断歩道
４５が存在するか否かをも確認してもよい。
　本例の処理は、曲がった先の横断者等３２を認識しにくい場合を想定しており、横断歩
道４５が存在しない場合、処理実行の必要性は薄い。またカーブでむやみに並進車両３１
の動作に応じて制動をかけることは乗車の快適性を損なうおそれがある。
　その意味で、右左折先の所定距離内に横断者等３２がある交差点か、曲がった先の所定
距離内に横断歩道４５があるカーブの存在を確認するものとしてもよい。
【００５６】
　また交差点に関しては、自車両３０及び並進車両３１が共に右折（又は左折）するとい
う状況であるか否かという判断も行うことが望ましい。
　例えば図３に示した状況で衝突の危険が生じるのは自車両３０と並進車両３１が共に同
方向に曲がる場合である。自車両３０が直進するのであれば横断者等３２との衝突は起こ
らない。その場合、本例の制動制御を発動する必要がない。そこで、並進車両３１と自車
両３０がともに同方向に曲がるか否かも判定する。
【００５７】
　自車両３０に関しては、運転支援制御部５は、ナビゲーションシステム（不図示）から
取得する経路情報や、運転手のウインカー操作情報、或いは右左折としてのステアリング
操作等から右折又は左折は判定する。
【００５８】
　また運転支援制御部５は並進車両３１に関しては、通信部２０によるＶ２Ｖ通信でその
右折又は左折を認識することもできるし、撮像部２による撮像画像から認識できる並進車
両３１のウインカー点滅などを確認してもよい。もちろん画像やミリ波レーダー１０ｈの
検出により、並進車両３１の右左折の開始を認識してもよい。
【００５９】
　また本例の処理は死角が生ずる状況に対処するものであるので、ステップＳ１０３では
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、並進車両３１に対して自車両３０が遅れて交差点やカーブに進入する状況であることの
確認をおこなってもよい。
　自車両３０が並進車両３１より先に交差点やカーブに進入して右左折する場合、死角が
生じないことが想定されるためである。
【００６０】
　以上のようにステップＳ１０３は、あくまでも右左折時に並進車両３１によって死角に
なる横断者等３２等の存在可能性を判定するものであり、具体的な判定条件は各種考えら
れる。つまり、あくまで曲がった先での横断者等３２の存在の可能性がある状況であるか
否かとの判定がなされればよい。この判定が適切に行われることで、並進車両３１の挙動
に応じた自車両３０の無駄な制動等も避けられる。
【００６１】
　これらのことからステップＳ１０３の処理例としては
・これから交差点に進入する状況であるか否か
・これからカーブに進入する状況であるか否か
・曲率が所定以上のカーブであるか否か
・曲がった先に横断歩道４５があるカーブであるか否か
・曲がった先に横断歩道４５がある交差点であるか否か
・自車両３０及び並進車両３１が同方向に曲がる状況であるか否か
・自車両３０が並進車両３１に対し所定時間内の遅れで交差点やカーブに進入する状況か
否か
　という各種条件の少なくとも一つ又は組み合わせ（アンド条件又はオア条件）が考えら
れる。
【００６２】
　なお処理の趣旨から理解されるように、判定の対象となる「並進車両３１」とは、自車
両が曲がる方向側のレーンを走行している車両となる。つまり左折時は自車両３０より左
側のレーン、右折時は自車両３０より右側のレーンを走行している車両である。当然であ
るが、例えば自車両３０が左折するときに、右側のレーンを走る並進車両についてステッ
プＳ１０３の判定の対象とする必要はない。
【００６３】
　ステップＳ１０３で右左折ありの条件を満たした場合は、運転支援制御部５はステップ
Ｓ１０４，Ｓ１０５の監視を行う。
　ステップＳ１０４では並進車両３１の減速、停止動作や急操舵等の衝突回避動作を監視
する。
　ステップＳ１０５では右左折の完了を確認する。
【００６４】
　即ち運転支援制御部５は、右左折が完了するまでは、ステップＳ１０４で並進車両３１
の衝突回避動作を監視することになり、衝突回避動作を認識した場合はステップＳ１０６
に進む。
　衝突回避動作に関しては、ミリ波レーダー１０ｈによる並進車両３１の所定閾値以上の
マイナス加速度（減速度）の検知、Ｖ２Ｖ通信によるブレーキ制御やステアリング制御の
通知による認識、撮像部２による撮像画像からの認識などにより監視する。
【００６５】
　通常、右左折時には減速することになるため、ここでは通常の右左折のための若干の減
速ではなく、停止のための減速という観点で検知することが望ましい。即ち並進車両３１
側が横断者等３２を認識して停車するときの減速と考えられる所定値以上の減速度の減速
を、衝突回避動作として検知する。
【００６６】
　また操舵により衝突を回避する場合もあるが、交差点やカーブで生ずる右左折の本来の
必要な操舵に比較して、通常走行を逸脱する舵角の操舵（右左折又はカーブに応じた所定
範囲内の操舵角から逸脱した舵角の操舵）を衝突回避動作とすればよい。
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　例えば左折や左カーブのときは、その走行に必要な舵角を越える舵角、もしくはその左
折や左カーブには足りない舵角や右側への操舵が、右左折又はカーブに応じた通常走行を
逸脱する舵角の操舵となる。
【００６７】
　もちろん並進車両３１が交差点内やカーブ、さらには横断者等３２内で停止したことを
検知した場合も衝突回避動作とする。
【００６８】
　もし以上のような並進車両３１の衝突回避動作が検知されないまま右左折を完了したら
、運転支援制御部５の処理はステップＳ１０５からリターンとなる。
　一方、右左折完了に至る前に並進車両３１の衝突回避動作を検知した場合、運転支援制
御部５はステップＳ１０６に進み、並進車両３１の停止位置を推定する演算を行う。
　つまり並進車両３１の減速時の加速度から停止位置を計算する。
【００６９】
　ステップＳ１０７で運転支援制御部５は、並進車両３１について推定した停止位置に基
づいて、自車両３０の目標停止位置を決定する。そして目標停止位置を決定することによ
り、目標停止位置に至るまでの、現時点からの減速度を計算する。
　そしてステップＳ１０８で運転支援制御部５は、計算した減速度による制動制御を開始
する。これによって、自車両３０からは横断者等３２が認識できなくても、目標停止位置
で停止されることで衝突が回避される。
【００７０】
　ここで目標停止位置は、例えば図３，図４の目標停止位置ＴＧＰとして示す位置とする
ことが考えられる。
　これは横断歩道４５の方向（道路横断方向）から見て、並進車両３１の前端位置となる
ラインＴＬ１上に停止目標位置ＴＧＰを設定した例である。
【００７１】
　横断者等３２が道路横断方向に進むと想定した場合、このラインＴＬ１は、横断者等３
２の進行方向に平行なラインとなる。そしてラインＴＬ１は、衝突回避のために停止する
並進車両３１の先端を通るラインである。つまり、このラインＴＬ１を越えなければ、自
車両３０も横断者等３２との衝突を回避できると考えることができる。そこで自車両３０
の進行経路上でラインＴＬ１を目標停止位置ＴＧＰとし、この目標停止位置ＴＧＰの手前
までに停止するようにする。
【００７２】
　このような目標停止位置ＴＧＰを設定したら、現在位置から目標停止位置ＴＧＰまでの
距離と現在の速度に応じて、減速度を計算できることになる。
【００７３】
　なお、衝突回避のためであるので、より手前を目標停止位置としてもよい。例えば図３
に示すラインＴＬ２上などに目標停止位置を決めてもよい。ラインＴＬ２は、停止した並
進車両３１の位置（推定した停止位置）において、並進車両３１の車体前端に沿ったライ
ンである。このラインＴＬ２上に停止すれば、自車両３０は、横断者等３２からみてほぼ
完全に並進車両３１に隠れる状態で停止することになり、横断者等３２との衝突／接触の
可能性は更に低くできる。
【００７４】
　但し、目標停止位置を手前にすればするほど停止するまでの距離が短くなり、より急ブ
レーキがかかることとなる。乗員の乗り心地や、急ブレーキによる後続車の追突の危険を
考慮すれば、あまり急ブレーキ制御を行うことは望ましく無いとも考えられる。そこで、
上記の目標停止位置ＴＧＰのように、ある程度停止までの距離を稼ぎながら、横断者等３
２との衝突危険性を避けることのできる目標設定が望ましい。
【００７５】
　上述のようにステップＳ１０７では目標停止位置を決定することに応じて減速度を計算
するが、目標停止位置ＴＧＰで停止するためには、並進車両３１の減速度よりも高い減速
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度が算出されることが考えられる。並進車両３１が減速を開始した後に、並進車両３１寄
りも前に出ないように停止させるためである。
　但し、自車両３０と並進車両３１の位置の差や、目標停止位置によっては、停止までの
距離が比較的長くとれる場合もあり、必ずしも並進車両３１の減速度より高い減速度でな
くても、並進車両３１よりも手前で停止できる場合もある。
【００７６】
　なお、図５は並進車両３１の衝突回避動作に応じた制動制御であり、当該制御で自車両
３０が停止した後は、状況に応じて運転者の操作（又は自動制御）により発進すればよい
ことは当然である。
　また、並進車両３１が交差点やカーブで停車しなかったとしても、自車両が危険な障害
物（歩行者、自転車）を発見した場合は、図５の処理ではなく、運転支援制御部５による
ＡＥＢ制御により、制動制御が行われることを想定している。
【００７７】
＜実施の形態の効果＞
　以上の実施の形態では次のような効果が得られる。
　実施の形態の車両制御装置１は、自車両３０の周辺の障害物情報を取得する障害物情報
取得部５ａと、障害物情報に基づいて走行中に障害物との衝突を防ぐために自動で制動制
御を行う自動制動制御部５ｂと、自車両３０が走行中の走行車線に隣接する車線を走行中
の並進車両３１が衝突回避動作を行ったか否かを判断する判断部５ｃを備える。なお障害
物情報とは並進車両３１の運動情報を含んでいる。そして判断部５ｃが障害物情報に基づ
いて並進車両３１が衝突回避動作を行ったと判断した場合に、自動制動制御部５ｂは制動
制御を開始するようにしている（図５参照）。
【００７８】
　このようにすることで、並進車両３１によって死角になっている位置に障害物があった
場合も制動を開始することになり、適切な停止により衝突等を回避できる。
　つまり従来の自動制動システムでは、あくまで自車両３０から見て障害物と認識される
物体があった場合に制動を行うが、障害物が認識できないような場合でも、危険を回避で
き、安全性をより向上させる。具体的には並進車両３１の陰から横断する自転車等が飛び
出してきたような場合でも（当該自転車等を認識していなかったとしても）、自車両は既
に制動を開始しているため衝突回避ができる。
【００７９】
　実施の形態では判断部５ｃは、並進車両３１が所定値以上の減速度で減速した場合、並
進車両３１が通常走行を逸脱する舵角の操舵をした場合、並進車両３１が交差点、カーブ
、又は横断歩道において停止した場合のうち、少なくとも一つを満たしたとき、衝突回避
動作を行ったと判断するようにした。
　これらの場合は、並進車両３１が衝突の可能性を認識して必要な回避動作を行っている
場合である可能性が大きいため、並進車両３１のこのような動作を行ったことに応じて自
車両３０も制動をかけることが適切となる。
【００８０】
　換言すれば、これらの場合に自車両３０も制動を開始するということは、無闇に並進車
両３１に合わせるものではなく、走行の快適性も損なわない制御となることを意味する。
　例えば障害物を死角にしてしまう停止車両が存在するときにドライバへ注意を促したり
減速を行うシステムでは、殆どの場合に実際には飛び出し等が発生しない状況で減速が行
われてしまう。一方で実施の形態の場合、実際に危険（危険の可能性が大きいこと）を察
知して制動を行うため、不要時に頻繁に制動制御が発動されるものではなく、不要なブレ
ーキを避け、安全を保ちつつ、乗員に違和感を与えにくいものとすることができる。
【００８１】
　実施の形態では、自動制動制御部５ｂは、さらに判断部５ｃが操舵を予測させる状況で
あると判断したことを条件の１つとして、制動制御を開始するようにしている。
　操舵が予測される状況とは、交差点やカーブの存在を認識した状況である。或いは更に



(13) JP 2020-201734 A 2020.12.17

10

20

30

40

50

並進車両や自車両量がウインカーを出している場合などまでを含んでもよい。
　このような場合に、並進車両の死角になる人や自転車に対して衝突回避を図るために制
動制御が意味を持つ。そこで操舵を予測させる状況であることを制動制御開始の条件に加
えることで適切なタイミングで制動制御が行われるようにする。
　例えば直線道路上であれば横断者等は並進車両の死角にならないため並進車両の挙動に
基づく制動は不要な制御となる。また直線道路などで並進車両が減速等したことに応じて
制動制御することは、乗員にとって不快な制御ともなる。このため操舵が予測される状況
にあるという条件を加えることは、無闇に制動を発動させないで快適な乗車環境を保つと
いう効果が得られる。
【００８２】
　実施の形態では、自動制動制御部５ｂは、並進車両３１が交差点又は横断歩道周辺で衝
突回避動作を行ったと判断部５ｃが判断した場合に、道路横断方向から見て並進車両３１
の前端位置に相当する位置を停止目標位置とする。即ち図３，図４のラインＴＬ１上の位
置である。そして自動制動制御部５ｂは停止目標位置より手前で止まれる範囲内で速度を
低減する制御を行うようにする。つまり停止位置が並進車両３１の車両前端よりも前に出
ないようにする。
　これにより自車両３０は並進車両３１の陰に隠れる状態で停止することになる。このた
め例え横断者等３２の勢いがあったとしても衝突を避けることができる。
　ここで、例えば並進車両３１の車体フロント端からの延長線上としたラインＴＬ２を停
止目標とすると、急ブレーキ制御が必要になりやすいが、横断方向に平行なラインとして
並進車両前端位置のラインＴＬ１を停止目標位置とすることで、自車両にとってはブレー
キ動作に余裕が生ずる。従って乗員に無闇に急ブレーキを感じさせない制御とすることが
でき、快適性を損なわない。
【００８３】
　実施の形態では、制動時の減速度は並進車両の減速度以上の減速度であるとする例を述
べた。これは減速の開始が並進車両３１の衝突回避動作を認識した後であって、並進車両
３１よりも後のタイミングとなるため、並進車両３１よりは急ブレーキとする方が、より
手前に止めることができるためである。即ち並進車両３１より大きい減速度で制動を行う
ことで、自車両は並進車両の陰に隠れる状態で停止しやすいものとなる。
【００８４】
　なお実施の形態の構成や処理例は一例である。図１、図２の構成例や図５の処理例にか
かわらず変形例が各種考えられる。
　特に上述もしたが、図５の処理例では、ステップＳ１０３の右左折状況の判定、ステッ
プＳ１０４も並進車両３１の衝突回避動作の判定は各種の条件の組み合わせや選択が想定
される。
　また図５の処理が実行されるのは交差点及びカーブを想定したが、例えばカーブでは実
行せずに例えば他の処理で対応し、図５の処理は交差点に進入するときのみに実行するよ
うなこと（或いは逆にカーブに進入するときのみ実行すること）なども考えられる。
【符号の説明】
【００８５】
１　車両制御装置、２　撮像部、３　画像処理部、４　メモリ、５　運転支援制御部、５
ａ　障害物情報取得部、５ｂ　自動制動制御部、５ｃ　判断部、６　表示制御部、７　エ
ンジン制御部、８　トランスミッション制御部、９　ブレーキ制御部、１０　センサ・操
作子類、１０ａ　車速センサ、１０ｂ　エンジン回転数センサ、１０ｃ　アクセル開度セ
ンサ、１０ｄ　舵角センサ、１０ｅ　ヨーレートセンサ、１０ｆ　Ｇセンサ、１０ｇ　ブ
レーキスイッチ、１０ｈ　ミリ波レーダー、１０ｉ　位置検出部、１１　表示部、１２　
エンジン関連アクチュエータ、１３　トランスミッション関連アクチュエータ、１４　ブ
レーキ関連アクチュエータ、１５　ステアリング制御部、１６　ステアリング関連アクチ
ュエータ、１７　バス、２０　通信部、３０　自車両、３１　並進車両、３２　横断者等
、４０，４１，４２，４３　レーン、４５　横断歩道
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